
協議・届出等の流れ 

■協議のフロー 

建築行為等に向けての

流れ 
行為者（事業者及び建築主） 

建築協定運営委員会 

（地区まちづくり組織） 

＜条例の手続き＞ 

 

協議開始 

    14 日以内 

 

   説明会の実施の 

   通知 

 

  説明の 

実施 

     14 日以内 

 

  協議成立 

 

 

 

 

 

 

最長４５日 

 

 

届出 

  ３０日 

 

《法令の手続き 

（確認申請）》 

 

 

①協議書を提出 

 

 

③説明の実施の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令の手続きへ 

 

 

 

②協議書の内容の確認 

 

 

④出席者の調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤説明の実施 

⑥協議 

⑦協議が成立 

 

協議書に押印ま

たは署名し交付
協議書を受領 

⑧協議が成立せずに４５日が経過 

⑨市に届出 


